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第３期赤穂市地域福祉計画の策定について 
 

 

 

１．趣 旨 

第３期赤穂市地域福祉計画の策定について 

 

２．内 容 

令和４年度から令和８年度の５年間を計画期間とする「第３期赤穂市地域福祉計画」を

策定しました。 

平成２８年度に策定した「第２期赤穂市地域福祉計画」の計画期間が、令和３年度末に

終了するため、少子高齢化の進行など社会経済環境の変化、社会福祉法の改正等や国、兵

庫県の動向を踏まえ、令和４年度以降の市の地域福祉に関する施策の総合的かつ計画的

な推進を図ることを目的として、赤穂市の実情に応じた地域福祉計画を策定しました。 

本計画では、人と人とのつながりと関わり合いをさらに強くしていくことが重要であ

るという認識のもと「深めよう地域の絆 みんなで支え合うやさしいまち赤穂～人と人

が関わり合い・支え合う～」を基本理念としました。 

策定にあたっては、市民、大学生などのアンケート調査及び事業所ヒアリング調査結果

等により地域福祉に関する意識や生活課題、ニーズ等を把握し、赤穂市地域福祉計画策定

委員会において本市における現状や計画、方針等についてご意見をいただきました。 

今後、この計画に基づき、誰もが地域社会の一員として、住み慣れた地域で支え合いな

がら、いきいきと安心して暮らすことができるよう、必要な支援が行き届く体制の整備を

進め、重層的な地域福祉ネットワークを構築し、すべての人にやさしい福祉のまちづくり

に取り組んでいきます。 

  

３．その他 

 計画書は４月より市ホームページ、社会福祉課、各地区公民館などでご覧いただけます。 

 

会 見 年 月 日 令和４年３月２３日（水曜日） 

担 当 課 
健康福祉部社会福祉課 

いきがい福祉総務係 

問い合わせ先 

電話：0791-43-6809 

（内線： 2142） 

F A X：0791-45-3396 

（担当者名： 山内、大川） 


